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平成29年12月27日

【事業者の見解】
　今後、靴を履いたままで代替緊急時対策所への入退室が可
能となるように靴カバーを準備するとともに、専属消防隊に対し
て装備品について適切に着用するよう周知する。

平成31年1月10日
【改善措置状況の確認】
  靴カバーを消防車内に配備し、専属消防隊に対して適切に着
用するよう周知した。
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原子力事業所又は原子力施設名：九州電力（株）川内原子力発電所
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防災担当次長

【大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練】
　大規模損壊発生時の活動においては迅速性が求められてい
るが、代替緊急時対策所の出入口において、専属消防隊長
が、編み上げの靴を脱いだり履いたりするのに時間を要してい
たこと及び靴紐をしっかり結ばない状態で作業していたことを気
付き事項として指摘した。


